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◎ＦＭ戦略プラン検討委員会意見への対応について 

【ＦＭ推進課】 

１ 第１回検討委員会意見への対応 

  去る７月 30 日に開催した第１回ＦＭ戦略プラン検討委員会では、骨子案第１章

「計画策定の目的」から第４章「施設の将来像」について検討いただきました。 

10 月 12 日に開催予定の第２回検討委員会に向けて、当検討委員会における意見

について、以下のとおり対応します。 

 

（１）計画の内容に関すること 

 対象部分 意見概要 対応方針（案） 修正頁 

① 全般 

記載内容から、縮減・

再編、適正化について

の必要性が分かりにく

く、市民と危機感が共

有できないのではない

か。 

このような取組みが必要とな

る背景として、人口状況に加え

て財政（歳入・歳出）状況につ

いて関連データを追記する。 

なお、全体の記載としては、財

政上の視点に偏り過ぎず、施設

のスリム化は図りつつも、使い

勝手の向上を目指す考えが伝

わるように留意する。 

6～9 

② 

第１章１（３） 

計画の位置付

け 

総務省の要請に基づく

計画でもある「公共施

設等総合管理計画」で

は、その下位に個別計

画を定めることが義務

付けられているが、Ｆ

Ｍ戦略プランだけで、

個別計画の要件を満た

しているか分かりにく

い。 

Ｐ３の図１－２で記載してい

る関係性（ＦＭ戦略プランと施

設保全計画の双方で個別計画

としている）を本文でも説明す

る。 

3 

③ 

第２章１（１） 

保有面積・施

設数の状況 

面積・施設数について、

視覚的に分かりやすく

してほしい。 

現状、施設種類ごとの棒グラフ

としているが、これを円グラフ

に変更し、視覚的に傾向が分か

るように改める。 

12 
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 対象部分 意見概要 対応方針（案） 修正頁 

④ 

第２章２（３） 

中エリア施設 

ほか 

基本方針や再興プラン

で地域コミュニティを

掲げており、市民の生

活圏を踏まえて、中エ

リア以下の単位につい

て今後も検討を重ねる

べき。 

中エリア（行政センター管区）

より狭小な生活圏として、例え

ば、中学校区が考えられるが、

そのエリアを単位として現在

設置されている施設は学校の

みとなることや、複数の中学校

区を束ねたものが、必ずしも中

エリアとは一致しないことか

ら、第２章の現状分析として

は、中エリアの単位で整理す

る。 

なお、第４章の将来像を検討す

る際には、地域コミュニティの

拠点として必要な機能と併せ、

中エリアより狭小な単位の考

え方について議論していただ

く考えである。 

15 

⑤ 

第２章２ 

公共施設 設

置場所・利用

者エリア別一

覧 

地域単位での人口構成

等のデータが知りた

い。 

骨子案とは別に検討資料とし

て提供している施設配置図に、

エリアごとの施設総面積や人

口について記載する。 

なお、計画策定時には、必要に

応じて、このようなデータ類も

骨子案の資料編に記載するこ

とも検討する。 

－ 

⑥ 
第３章１ 

基本的姿勢 

再興プランの「まちづ

くりの３つの方向性」

と基本的姿勢との関係

性が分かりにくい。 

第３章は、再興プランの説明を

記載するのではなく、再興プラ

ンで掲げるまちづくりの方向

性を実現するための手段や考

え方について記載する章と考

えており、その旨を記載する。 

27 

⑦ 
第３章 

リード文 

基本的姿勢及び基本方

針には、それぞれ「３

つの」「５つの」を付記

した方が分かりやす

い。 

第３章のリード文で、「３つの

基本的姿勢」、「５つの基本方

針」と記載する。 

27 
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 対象部分 意見概要 対応方針（案） 修正頁 

⑧ 

第３章１ 

基本的姿勢 

ポイント３ 

計画策定の意見聴取

は、利用者に限定せ

ず、アンケート等の

手法も取り入れなが

ら、広範囲から行う

べきである。 

ご意見のとおり利用者のみの

意見聴取では不十分なので、

「そのサービスを享受する地

域住民との意見交換を行う」を

削除するとともに、第８章の検

討手順に、利用者以外にも意見

聴取を行う旨を記載する。 

27 

⑨ 

第４章１③ 

小学校を地域の

拠点とした世代

間共生によるま

ちづくり 

学校を地域拠点化す

る場合には、学校長

会にも情報提供した

いので、イメージを

具体的に示してほし

い。 

当プランでは、施設の将来像を

考え方として記載する予定で

あり、具体的にどの施設をどう

いった形態にするかというこ

とまでは定めないが、同様に拠

点づくりを位置付けている第

３章の基本方針においてイメ

ージ図を追記することとする。 

なお、第８章では、地域コミュ

ニティの拠点づくりの検討手

順についても示す予定である。 

28～29 

⑩ 第４章１・２ 

市民生活機能関連の

カテゴリーが軽視さ

れているように感じ

られる。 

再興プランに基づくカテゴリ

ーと市民生活機能としてのカ

テゴリーは、政策的に力点を置

くもの、市民生活上重要なもの

と、それぞれ視点が異なること

から、表を区分して記載する。 

その上で、カテゴリー別に将来

像を記載する際には、枝番を廃

止するなど、双方に優劣がある

と誤解を受けないような表記

方法とする。 

31～46 

⑪ 
第４章１ 

施設カテゴリー 

第３章などで施設の

機能に着目すると述

べながら、ここでは

機能を抽象的なカテ

ゴリーに再分類して

いる。機能から将来

像を考えるという流

れのほうが多様な検

討ができるのではな

いか。 

機能の名称が多種多様であり、

また、類似した機能があること

から、それらをまとめた表現と

して「カテゴリー」を用いたい。 

なお、Ｐ33・Ｐ34 の施設カテゴ

リー表については、左から右へ

抽象的なものから具体的なも

のに流れた方が分かりやすく

なるため、カテゴリー名称の列

と公共施設の機能の列を入れ

替えることとする。 

33～34 
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（２）計画策定体制に関すること 

 意見概要 対応方針（案） 

① 

効率的な会議となるように、検討

委員会開催前に検討ポイントを各

委員に事前に示してほしい。 

第２回目開催にあたっては、当該回で特にご

意見をいただきたいところ等、検討のポイン

トを事前に各委員に示し、スムーズに委員会

が開催できるように努める。 

② 

計画を検討している段階から市民

に対してアピールし、計画に関心

を持ってもらう必要がある。 

広報よこすか７月号で検討状況についてお知

らせしたが、今後も広報紙やホームページ等

により市民へ積極的にアナウンスしていく。 

 


